
様式 １ 公表されるべき事項

国立大学法人金沢大学(法人番号2220005002604)の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1 役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

役員報酬水準を検討するにあたって、本学役員の報酬月額は、法人化移行前の国家公務員
指定職俸給表の俸給月額を踏まえて決定している。

期末特別手当において、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及び
役員としての職務実績を総合的に勘案し、経営協議会の議を経て、その額の100分の10の範囲
内でこれを増額し、又は減額することとしている。

役員報酬支給基準は、常勤の役員については、本給、地域手当、
広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当から構
成されている。

法人の長の月額については、国立大学法人金沢大学役員報酬規
則に則り、本給に地域手当、広域異動手当、通勤手当及び単身赴
任手当を加算して算出している。

期末特別手当についても、国立大学法人金沢大学役員報酬規則
に則り、期末特別手当基礎額（本給＋地域手当＋（（本給+地域手
当）×100分の20）＋（本給×100分の25））に100分の170を乗じ、さら
に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じ
た割合を乗じて得た額としている。加えて、その者の職務実績に応じ
て、その額の100分の10の範囲内でこれを増額し、又は減額してい
る。

役員報酬支給基準は、常勤の役員については、本給、地域手当、
広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当から構
成されている。

理事の月額については、国立大学法人金沢大学役員報酬規則に
則り、本給に地域手当、広域異動手当、通勤手当及び単身赴任手
当を加算して算出している。

期末特別手当についても、国立大学法人金沢大学役員報酬規則
に則り、期末特別手当基礎額（本給＋地域手当＋（（本給+地域手
当）×100分の20）＋（本給×100分の25））に100分の170を乗じ、さら
に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じ
た割合を乗じて得た額としている。加えて、その者の職務実績に応じ
て、その額の100分の10の範囲内でこれを増額し、又は減額してい
る。

  ②令和５年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
実績を含む。）

③ 役員報酬基準の内容及び令和５年度における改定内容

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方
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理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

役員報酬支給基準は、非常勤の役員については、非常勤役員手
当及び地域手当から構成されている。

監事（非常勤）の月額については、国立大学法人金沢大学役員報
酬規則に則り、非常勤役員手当に地域手当を加算して算出してい
る。

役員報酬支給基準は、非常勤の役員については、非常勤役員手
当及び地域手当から構成されている。

理事（非常勤）の月額については、国立大学法人金沢大学役員報
酬規則に則り、非常勤役員手当に地域手当を加算して算出してい
る。

役員報酬支給基準は、常勤の役員については、本給、地域手当、
広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当から構
成されている。

監事の月額については、国立大学法人金沢大学役員報酬規則に
則り、本給に地域手当、広域異動手当、通勤手当及び単身赴任手
当を加算して算出している。

期末特別手当についても、国立大学法人金沢大学役員報酬規則
に則り、期末特別手当基礎額（本給＋地域手当＋（（本給+地域手
当）×100分の20）＋（本給×100分の25））に100分の170を乗じ、さら
に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じ
た割合を乗じて得た額としている。加えて、その者の職務実績に応じ
て、その額の100分の10の範囲内でこれを増額し、又は減額してい
る。
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２ 役員の報酬等の支給状況
令和５年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

19,327 13,320 5,608 399 （地域手当） ※

千円 千円 千円 千円

14,398 9,840 4,142
295
120

（地域手当）
（通勤手当）

3月31日 ※

千円 千円 千円 千円

14,302 9,840 4,142
295
24

（地域手当）
（通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

14,328 9,840 4,142
295
50

（地域手当）
（通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

14,328 9,840 4,142
295
50

（地域手当）
（通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

14,128 8,496 4,008
1,444

179
（地域手当）
（通勤手当）

◇

千円 千円 千円 千円

2,348 2,280 68 （地域手当）

千円 千円 千円 千円

2,348 2,280 68 （地域手当） 3月31日

千円 千円 千円 千円

12,378 8,496 3,577
254
50

（地域手当）
（通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

2,434 2,364 70 （地域手当） ※

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。

 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

役名
就任・退任の状況

前職

B監事
（非常勤）

E理事

F理事
（非常勤）

G理事
（非常勤）

A監事

A理事

B理事

C理事

D理事

その他（内容）

法人の長
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３ 役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

法人の長

理事

理事（非常勤）

金沢大学は、「地域と世界に開かれた教育重視の研究大学」を大
学憲章に掲げており、世界トップクラスの研究大学を目指し、その理
念と目標を達成するため、学長のリーダーシップの下で行動実行し
改革を推進している。

そうした中で、金沢大学の理事は、法人全体の業務を総理する学
長を補佐し、本学の業務を掌理している。

理事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員
報酬36,138千円と比較した場合、それ以下の水準であり、また、事
務次官の年間給与額23,235千円と比べてもそれ以下となっている。

金沢大学では、理事の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指
定職俸給表の俸給月額を踏まえて決定しているが、理事の職務内
容の特性は上記のとおり法人化移行前の指定職適用役職と同等以
上であると言え、これまでの各年度における業績評価の結果を勘案
したものとしている。

こうした職務内容の特性や、民間企業役員、事務次官等との比較
を踏まえると、報酬水準は妥当であると考えられる。

なお、令和5年度では、給与法指定職の改定に準拠した報酬月額
の引き上げ（2千円）及び期末特別手当支給率の引上げ（年間0.1月
分）を実施した。

金沢大学は、「地域と世界に開かれた教育重視の研究大学」を大
学憲章に掲げており、世界トップクラスの研究大学を目指し、その理
念と目標を達成するため、学長のリーダーシップの下で行動実行し
改革を推進している。

そうした中で、金沢大学の理事は、法人全体の業務を総理する学
長を補佐し、本学の業務を掌理している。

金沢大学では、理事（非常勤）の報酬月額について、理事（常勤）
の報酬月額を基に勤務態様等を考慮し、決定している。

こうした職務内容の特性等を踏まえると、報酬水準は妥当であると
考えられる。

なお、令和5年度では、理事（常勤）の報酬月額の改定に準拠した
報酬月額の引き上げ（1千円）を実施した。

金沢大学は、「地域と世界に開かれた教育重視の研究大学」を大
学憲章に掲げており、世界トップクラスの研究大学を目指し、その理
念と目標を達成するため、学長のリーダーシップの下で行動実行し
改革を推進している。

そうした中で、金沢大学の学長は、職員数約2,700名の法人の代
表として、その業務を総理するとともに、校務を司り、所属職員を統
督して、経営責任者と教学責任者の職務を同時に担っている。

学長の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員
報酬36,138千円と比較した場合、それ以下の水準であり、また、事
務次官の年間給与額23,235千円と比べてもそれ以下となっている。

金沢大学では、学長の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指
定職俸給表の俸給月額を踏まえて決定しているが、学長の職務内
容の特性は上記のとおり法人化移行前と同等以上であると言え、こ
れまでの各年度における業績評価の結果を勘案したものとしてい
る。

こうした職務内容の特性や、民間企業役員、事務次官等との比較
を踏まえると、報酬水準は妥当であると考えられる。

なお、令和5年度では、給与法指定職の改定に準拠した報酬月額
の引き上げ（3千円）及び期末特別手当支給率の引上げ（年間0.1月
分）を実施した。
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監事

監事（非常勤）

【文部科学大臣の検証結果】

金沢大学は、「地域と世界に開かれた教育重視の研究大学」を大
学憲章に掲げており、世界トップクラスの研究大学を目指し、その理
念と目標を達成するため、学長のリーダーシップの下で行動実行し
改革を推進している。

そうした中で、金沢大学の監事は、当該法人の業務を監査してい
る。

金沢大学では、監事（非常勤）の報酬月額について、監事（常勤）
の報酬月額を基に勤務態様等を考慮し、決定している。

こうした職務内容の特性等を踏まえると、報酬水準は妥当であると
考えられる。
  なお、令和5年度では、監事（常勤）の報酬月額の改定に準拠した
報酬月額の引き上げ（1千円）を実施した。

金沢大学は、「地域と世界に開かれた教育重視の研究大学」を大
学憲章に掲げており、世界トップクラスの研究大学を目指し、その理
念と目標を達成するため、学長のリーダーシップの下で行動実行し
改革を推進している。

そうした中で、金沢大学の監事は、当該法人の業務を監査してい
る。

監事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員
報酬36,138千円と比較した場合、それ以下の水準であり、また、事
務次官の年間給与額23,235千円と比べてもそれ以下となっている。

金沢大学では、監事の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指
定職俸給表の俸給月額を踏まえて決定しているが、監事の職務内
容の特性は上記のとおり法人化移行前の指定職適用役職と同等以
上であると言え、これまでの各年度における業績評価の結果を勘案
したものとしている。

こうした職務内容の特性や、民間企業役員、事務次官等との比較
を踏まえると、報酬水準は妥当であると考えられる。

なお、令和5年度では、給与法指定職の改定に準拠した報酬月額
の引き上げ（2千円）及び期末特別手当支給率の引上げ（年間0.1月
分）を実施した。

職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の国
立大学法人、民間企業等との比較などを考慮すると、役員の報酬水
準は妥当であると考える。
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４ 役員の退職手当の支給状況（令和５年度中に退職手当を支給された退職者の状況）
区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし
千円 年 月

該当者なし
千円 年 月

該当者なし
千円 年 月

該当者なし
千円 年 月

該当者なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

法人の長

理事

法人での在職期間

監事
（非常勤）

理事
（非常勤）

監事
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５ 退職手当の水準の妥当性について
【法人の判断理由等】

区分

【文部科学大臣の検証結果】

６ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

期末特別手当において、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及び
役員としての職務実績を総合的に勘案し、経営協議会の議を経て、その額の100分の10の範囲
内でこれを増額し、又は減額することとしている。

該当者なし理事
（非常勤）

該当者なし

該当なし

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

該当者なし

該当者なし監事

監事
（非常勤）

判断理由

該当者なし法人の長

理事
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Ⅱ 職員給与について
１ 職員給与についての基本方針に関する事項

③  給与制度の内容及び令和５年度における主な改定内容

２ 職員給与の支給状況

① 職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,829 44.2 6,665 4,828 55 1,837
人 歳 千円 千円 千円 千円

427 44.5 5,883 4,286 70 1,597
人 歳 千円 千円 千円 千円

566 52.6 8,962 6,412 61 2,550
人 歳 千円 千円 千円 千円

580 37.6 5,326 3,899 37 1,427
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 54.9 5,375 3,926 61 1,449
人 歳 千円 千円 千円 千円

39 42.4 6,996 5,113 54 1,883
人 歳 千円 千円 千円 千円

49 40 6,655 4,853 64 1,802
人 歳 千円 千円 千円 千円

163 38.9 5,466 4,007 54 1,459

常勤職員

事務・技術

区分 人員 平均年齢
令和５年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与

① 職員給与の支給水準の設定等についての考え方

② 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
の仕組み及び導入実績を含む。）

金沢大学職員の給与体系は国家公務員のそれに準拠している。本学職員の給与水準を検
討するにあたっては、国家公務員の給与を参考にした。

国家公務員･･･令和５年国家公務員給与等実態調査において、国家公務員のうち行政職俸
給表（一）の平均給与月額は404,015円となっており、全職員の平均給与月額は412,747円と
なっている。

  人件費の範囲内で、勤務成績により勤勉手当（6月、12月）における支給割合の増減を行うほ
か、昇給の区分（号給数）を決定する。

  国立大学法人金沢大学職員給与規程に則り、本給及び諸手当（管理職手当、扶養手当、地
域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特別拠点手
当、共同研究業績手当、高度技術手当、医療体制支援手当、幼児教育体制支援手当、研究
代表者等特別手当、時間外・休日労働手当、夜間勤務手当、オンコール手当、管理職特別勤
務手当、本給の調整額、初任給調整手当、義務教育等教員特別手当、教職調整額、期末手
当及び勤勉手当）としている。

期末手当については、期末手当基礎額（本給＋本給の調整額＋地域手当＋広域異動手当）
に令和５年６月に100分の120、同年12月に100分の125を乗じ、さらに基準日以前6箇月以内の
期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

勤勉手当については、勤勉手当基礎額（本給＋本給の調整額＋地域手当＋広域異動手当）
に規程や細則に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額としている。

なお、令和５年度では、人事院勧告に基づき、職員の本給を平均1.1％増額支給、期末手
当及び勤勉手当をいずれも年間で0.05月分増額支給することとした。

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院看護師）

技能・労務職種

教育職種
（附属高校教員）

教育職種
（附属義務教育学校教

員）

医療職種
（病院医療技術職員）
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人 歳 千円 千円 千円 千円

59 44.6 6,846 5,011 62 1,835
人 歳 千円 千円 千円 千円

59 44.6 6,846 5,011 62 1,835

人 歳 千円 千円 千円 千円

11 65 5,793 4,864 99 929
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 62.7 5,031 4,238 108 793
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 67.9 6,709 5,617 87 1,092

人 歳 千円 千円 千円 千円

86 42.1 3,473 2,983 67 490
人 歳 千円 千円 千円 千円

27 51.1 2,816 2,175 97 641
人 歳 千円 千円 千円 千円

20 37.3 4,185 3,097 79 1,088
人 歳 千円 千円 千円 千円

34 34.8 3,534 3,534 43 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 62.1 3,748 3,139 19 609
人 歳 千円 千円 千円 千円

注１：常勤職員については、任期付職員、再任用職員を除く。

注２：「教育職種（附属高校教員）」には、附属特別支援学校教員を含む。
注３：「教育職種（附属義務教育学校教員）」には、附属幼稚園教員を含む。
注４：「教育職種（特任教員）」とは、研究・教育及び診療活動の活性化、高度化を図るために特別に雇用する者を示す。
注５：在外職員については、該当者がいないため、表を省略した。
注６：以下の職種については、該当者がいないため、表を省略した。

常勤職員の「医療職種（病院医師）」
任期付職員の「教育職種（特任教員）」以外
再任用職員の「事務・技術」、「教育職種（特任教員）」以外

注７：非常勤職員の「技能・労務職種」については、該当者が2人のため、当該個人に関する情報が特定される
おそれのあることから、区分以外は記載せず、非常勤職員全体の数値からも除外している。

任期付職員

教育職種
（特任教員）

再任用職員

事務・技術

教育職種
（特任教員）

非常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

技能・労務職種
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【年俸制適用者】

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

359 44.5 7,800 7,800 63 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 49.5 5,433 5,433 59 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

348 44.3 7,875 7,875 63 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 52.2 5,427 5,427 97 0

人 歳 千円 千円 千円 千円

41 41.9 6,197 6,197 84 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

41 41.9 6,197 6,197 84 0

人 歳 千円 千円 千円 千円

- - - - - -
人 歳 千円 千円 千円 千円

注１：常勤職員については、任期付職員、再任用職員を除く。
注２：「教育職種（特任教員）」とは、研究・教育及び診療活動の活性化、高度化を図るために特別に雇用する者を示す。
注３：在外職員及び非常勤職員については、該当者がいないため、表を省略した。
注４：以下の職種については、該当者がいないため、表を省略した。

常勤職員の「医療職種（病院医師）」「医療職種（病院看護師）」
任期付職員の「教育職種（特任教員）」以外
再任用職員の「事務・技術」以外

注５：再任用職員の「事務・技術」については、該当者が1人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのある
ことから、区分以外は記載せず、再任用職員全体の数値からも除外している。

区分 人員 平均年齢
令和5年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与

常勤職員

再任用職員

事務・技術

事務・技術

教育職種
（大学教員）

専門業務職員

任期付職員

教育職種
（特任教員）
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②

（事務・技術職員）

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

（教育職員（大学職員））

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)
〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、④まで同じ。〕
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（医療職員（病院看護師））
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③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

部長 9 54.9 9,429

課長 31 55.1 8,067

課長補佐 45 51.9 7,257

係長 154 47.5 6,100

主任 87 42.3 5,350

係員 101 34.4 4,117

（教育職員（大学教員））

平均
人 歳 千円

教授 267 56.2 10,136

准教授 172 50.6 8,328

講師 39 50.1 7,825

助教 87 46.8 6,756

助手 1 - -

注：助手の該当者は1人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

平均年齢及び年間給与額については記載していない。

（医療職員（病院看護師））

平均
人 歳 千円

看護部長 1 - -

副看護部長 4 55.5 7,721

看護師長 35 51.2 6,790

副看護師長 74 48.5 6,287

看護師 466 34.6 4,990

注１：看護部長の該当者は1人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

平均年齢及び年間給与額については記載していない。

注２：副看護部長の該当者は4人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

年間給与額（最高～最低）は記載していない。

千円

11,497～8,409

9,290～7,079

8,597～6,094

8,944～4,639

6,659～4,232

-

-

7,749～6,329

7,023～5,574

8,096～3,785

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）
千円

千円

15,774～7,599

11,362～6,558

8,586～6,891

8,011～5,829

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）

年間給与額

（最高～最低）

7,945～3,415

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢

-
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④

（事務・技術職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

53.2 52.6 52.9

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 46.8 47.4 47.1

％ ％ ％

         最高～最低 58.2～42.1 58.0～42.3 58.1～42.8

％ ％ ％

54.4 54.1 54.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 45.6 45.9 45.8

％ ％ ％

         最高～最低 53.7～41.8 53.8～41.3 53.6～41.9

（教育職員（大学教員））

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

53.3 53.4 53.3

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 46.7 46.6 46.7

％ ％ ％

         最高～最低 52.9～42.9 53.8～42.9 53.0～43.3

％ ％ ％

54.8 54.6 54.7

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 45.2 45.4 45.3

％ ％ ％

         最高～最低 61.9～41.4 58.0～41.6 60.0～41.5

（医療職員（病院看護師））

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

54.7 50.8 52.6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 45.3 49.2 47.4

％ ％ ％

         最高～最低 48.6～44.4 53.8～44.7 49.6～46.7

％ ％ ％

53.5 53.2 53.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 46.5 46.8 46.6

％ ％ ％

         最高～最低 53.5～39.9 53.8～41.7 52.2～41.6

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

賞与（令和５年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員
（病院看護師））

一般
職員

一律支給分（期末相当）
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３ 給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

国に比べて給与水準が
高くなっている理由

給与水準の妥当性の
検証

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 24.6％
（国からの財政支出額16,931百万円、支出予算の総額68,550百万円：令和
5年度予算）

【累積欠損額 0 円 （令和4年度決算）】

【検証結果】
（法人の検証結果）
  本学の給与制度等の改正は、国家公務員の給与水準を考慮して行って
いる。
  国からの財政支出の割合は24.6％で、累積欠損もなく、令和5年度の対国
家公務員の比較指数は82.2となっており、給与水準は適切に確保されてい
る。

（文部科学大臣の検証結果）
法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業

員の給与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、
国家公務員と比べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性につ
いて、説明責任を果たすべきこととされている。（独立行政法人改革等に関
する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定））

当該法人は、国家公務員の給与等を総合的に勘案したうえで、職員の給
与水準を設定しており、法人における給与水準の妥当性の検証結果から、
適切な対応が執られていると考える。引き続き、適切な給与水準の設定に
努めていただきたい。

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案 82.2
・年齢・地域勘案  90.0
・年齢・学歴勘案  81.4
・年齢・地域・学歴勘案  89.4
（参考）対他法人  95.2

講ずる措置
指数の状況や給与水準の適正について絶えず検証を行い、本学の財政

状況を勘案しつつ、国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与体系の見
直しを進め、今後も適正な給与水準の維持に努める。
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○医療職員（病院看護師）

○教育職員（大学教員）

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案  98.6
・年齢・地域勘案  100.6
・年齢・学歴勘案  100.0
・年齢・地域・学歴勘案   100.7
（参考）対他法人   97.8

講ずる措置
指数の状況や給与水準の適正について絶えず検証を行い、本学の財政

状況を勘案しつつ、国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与体系の見
直しを進め、今後も適正な給与水準の維持に努める。

教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標 90.7

（注）上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、令和5年度の教
育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。

国に比べて給与水準が
高くなっている理由

給与水準の妥当性の
検証

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 24.6％
（国からの財政支出額16,931百万円、支出予算の総額68,550百万円：令和
5年度予算）

【累積欠損額 0 円 （令和4年度決算）】

【検証結果】
（法人の検証結果）
  本学の給与制度等の改正は、国家公務員の給与水準を考慮して行って
いる。
  国からの財政支出の割合は24.6％で、累積欠損もなく、令和5年度の対国
家公務員の比較指数は98.6となっており、給与水準は適切に確保されてい
る。

（文部科学大臣の検証結果）
法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業

員の給与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、
国家公務員と比べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性につ
いて、説明責任を果たすべきこととされている。（独立行政法人改革等に関
する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定））

当該法人は、国家公務員の給与等を総合的に勘案したうえで、職員の給
与水準を設定しており、法人における給与水準の妥当性の検証結果から、
適切な対応が執られていると考える。引き続き、適切な給与水準の設定に
努めていただきたい。
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４ モデル給与

（扶養親族がいない場合）

1.事務・技術職員
○22歳（大卒初任給）

月額 196,200 円 年間給与 2,921,000 円
○35歳（主任）

月額 266,700 円 年間給与 4,380,000 円
○50歳（係長）

月額 349,900 円 年間給与 5,824,000 円

2.教育職員（大学教員）
○27歳（博士修了初任給）

月額 301,800 円 年間給与 4,493,000 円
○35歳（助教）

月額 339,600 円 年間給与 5,652,000 円
○50歳（准教授）

月額 455,500 円 年間給与 7,681,000 円

※扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者6,500円、子１人につき10,000円）を支給する。

５ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

勤務成績により勤勉手当（6月、12月）における支給割合の増減を行うほか、昇給の区分（号
給数）を決定する。
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Ⅲ 総人件費について

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

注２：「退職手当支給額」欄は、国の常勤職員に相当する、法人の常勤職員に係る退職手当支給額を計上している。

注３：「非常勤役職員等給与」においては、受託研究費その他の競争的資金等により雇用される職員に係る費用及び

人材派遣契約に係る費用等を含んでいるため、財務諸表附属明細書「18 役員及び教職員の給与の明細」にお

ける非常勤の合計額と一致しない。

総人件費について参考となる事項

「給与、報酬等支給総額」、「最広義人件費」の対前年度比及び増減要因

（1）「給与、報酬等支給総額」（前年度比+0.61％）

（2）「非常勤役職員等給与」（前年度比+5.47％）

（3）「最広義人件費」（前年度比+1.73％）

区 分

退職手当支給額
1,132,270 1,016,452

給与、報酬等支給総額
16,048,251 16,145,501

福利厚生費
3,633,143 3,714,962

非常勤役職員等給与
7,951,286 8,385,923

注１：中期目標期間の開始年度分から当年度分までを記載する。

  以下の要因等から、給与、報酬等支給総額が増加した。
ア.月給制適用者のすべての号給について、本給月額を増額支給、期末手当及び勤勉手当

を
いずれも年間で0.05月分増額支給したため。

イ.役員の本給月額を増額支給、期末特別手当を年間で0.1月分増額支給したため。

以下の要因等から、給与、報酬等支給総額が増加した。
ア.一般職（一）及び一般職（二）の本給表相当適用者の単価を増額支給したため。
イ.非常勤職員の勤勉手当を年間で0.08月分増額支給したため。
ウ.非常勤役員の本給月額を増額支給、期末特別手当を年間で0.1月分増額支給したため。

上記増加要因に加え、退職手当支給額は10.23％減少したが、福利厚生費が2.25％増加
したことから、最広義人件費は1.73％増加した。

最広義人件費
28,764,950 29,262,838
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Ⅳ その他

職員の定年年齢は65歳である。職員(大学教員を除く。)については、令和５年４月１日に定年
年齢を60歳から65歳に引き上げた（令和13年度まで段階的に引き上げを実施）。当該職種につ
いては、定年年齢の引上げに伴い、60歳に達した日以後における最初の４月１日に、原則とし
て、非管理監督職等に降任する制度を設けているほか、基本給について61歳に達する年度か
ら７割水準とすることとした。
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